
信用金庫を装った不審な郵便物がお客さまに郵送され、お客さまが

利用中のキャッシュカード暗証番号、預金口座番号、届出印等を詐

取しようとする詐欺未遂事件が発生しております。 

 

お客様におかれましては、 

①信用金庫の担当部署から暗証番号をお尋ねする郵便を出すことや、

金庫職員がキャッシュカードの暗証番号をお聞きすることは一切

ないこと 

②暗証番号は絶対に他人には教えたりしないこと 

 

を再度ご確認していただき、万一、不審な電話や郵便物を受け取っ

た場合には直ちにお取引の金庫店舗にご連絡いただくとともに、最

寄の警察署にお届けいただきますようお願い申しあげます。 
 


